
電機ユニオンは、山村フォトニクスと 
鈴木さんの雇用延長に関する『確認書』を締結！ 
長い間のご支援、ありがとうございました 
 

鈴木喜美子さんの雇用延長をめざす支援連絡会はこの数ヵ月、高木社長宅への８回の要請行動、日本山村硝子

株主総会での追及質問、６月と７月の団体交渉などを取り組み、山村フォトニクスに争議解決の決断を迫ってき

ました。そして、電機ユニオンは７月２５日、山村フォトニクスと鈴木喜美子さんの雇用延長に関する『確認書』

を結びました。 

 法の趣旨に則りが明記された『確認書』 
『確認書』は、山村フォトニクス㈱高木社長と電機ユニ 

オン東委員長の署名・捺印で交わされ、「山村フォトニク 

ス株式会社は電機ユニオンからの申し入れを受け、雇用延 

長を希望する者を、高年齢者雇用安定法の趣旨に則り、 

６０歳定年以降再雇用を行うことを検討する。電機ユニオ 

ンは今後、鈴木喜美子に関する件について、山村フォトニ 

クス株式会社に対する争議行為を行わない。」ことを確認し 

ました。 

『確認書』で、「高年齢者雇用安定法の趣旨に則り」すなわ 

ち、対象は希望者全員が明記されたことは大きな成果です。  

「対象は希望者全員」の世論を広げる 
鈴木さんの雇用延長を求める運動は、「希望する誰もが雇用延長できることは、法の趣旨に則った当然のこと

であること」を職場内外に広げました。「ほんらい、希望者全員が原則なんだ」「NECグループの制度は、電機

大手で最悪の制度」「５５歳で選択させ、５６歳から賃金を２０％もカットするなんて、ひどすぎるね」などの

会話をよび起しました。 

働く者を励まし続けた鈴木さんの行動 
雇用延長を求めて行動に立ちあがった鈴木さん。鈴木さんの行動は、泣き寝入りせずに願い・要求の声をあげ

ることの大切さを教えました。「鈴木さんが雇用延長できるよう、応援します」「私も雇用延長を選択しました」

「退職強要を受けていますが、負けないで頑張ります」など、多くの労働者を励まし 

勇気づけました。 

さらに、その願いを電機ユニオンに託せることも、広く知らせました。電機ユニオ 

ンは、１４回にもおよんだ団体交渉で、鈴木さんの雇用延長問題にとどまらず、人減 

らしリストラや賃金５％カットなどの職場要求も取り上げて交渉を行いました。それ 

らの言動は、職場からも関心と期待が寄せられ、身近で頼りになる労働組合としての 

存在感を示しました。 
 

この間の運動と今回の『確認書』締結は、希望者全員が雇用延長できる道を大きく切り開きました。 

２年間以上にわたり、ご支援をお寄せくださった職場内外のみなさんに 

心から厚くお礼申し上げます。 
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希望者全員が雇用延長できる 
制度・社会をめざして！ 

法の趣旨を歪めた労使協定 
２００６年４月に改正高年齢者雇用安定法が施行され、６５歳までの 

雇用継続が各企業に義務付けされました。その雇用継続は、希望者全員 

を対象にすることを原則にしていましたが、経営者団体の圧力によって、 

労使協定で制度を定めることができることも盛り込まれてしまいました。 

電機大手は、この労使協定を最大限に悪用し、選別と労働条件切り下 

げの制度を導入しました。特に、NECグループでは、５５歳で選択させ 

て５６歳から賃金を２０％カットする、NEC真空硝子のように対象者を 

選別するなど、電機大手では最悪の制度に仕立てあげました。 

労使協定で拒否された鈴木さんの雇用延長 
三年前、NEC真空硝子（当時。現在は山村フォトニクス）で働いていた鈴木喜美子さんは、６０歳以降も働 

き続けたいと、雇用延長を希望していました。しかし会社は、労使協定を盾にして、鈴木さんの願いを拒否しま 

した。鈴木さんは、「会社の拒否は、希望者全員を対象とする法の趣旨に反する。納得できない」と、電機ユニ 

オンに入り雇用延長を求めてきました。 

希望者全員が、社会の流れ 
鈴木さんの願いは、社会の流れと一致していました。電機連合は、２００９年の運動方針として「希望者全員 

を対象としない労使協定は締結しない」を掲げ、労使協定の悪用に一定の歯止めをかけました。 

すでに、希望者全員を対象とした制度を導入している会社は、昨年７月から山村フォトニクスの親会社にな 

った日本山村硝子を含めて４６％に達しています。 

希望者全員の６５歳までの雇用確保の義務化を提言 
厚生労働省の「今後の高年齢者雇用に関する研究会」は６月７日、希望者全員が６５歳まで働けるよう継続雇 

用を義務付ける制度が必要との提言をまとめました。その中で、雇用継続 

制度における基準（選別）制度は、希望者の雇用延長を妨げており、「廃止 

すべきだ」と強調しています。 

厚生労働省は、今回の提言を労働政策審議会で検討し、２０１３年度に 

「新制度」を導入する意向です。 

希望者全員が雇用延長できる社会を！ 
鈴木さんの雇用延長を求める運動は、このように社会の流れと連動し、 

それを加速する役割を果たしてきました。 

山村フォトニクスをはじめ全ての会社で、「希望者全員が６５歳までの 

雇用を確保される」ことが、一日も早く実現するよう、社会的世論を高め 

ていきましょう。 

  

転職・退職の強要、労働問題などで困ったときは、お気軽にご相談ください 
 

 

 

 

NEC真空硝子の雇用延長制度 
         2006 年 4月当時 

 

対象者 

直前 2回連続して、 

等級・月収ゾーン別の

標準昇給額を下回って

いないこと。 

選択時期 55 才時点のみ 

賃金  

56 才から 

60 才まで 

56 才到達時の 80％ 

賃金 

60 才から 

56 才到達時の 50％ 

 

 

 

一人でも入れる電機ユニオン 
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